
 

                 - 1 - 

第１２０回淡路市議会定例会提出議案の概要説明書 
  
１ 条例制定   １４件 

 (１) 新規条例   1件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第 ３号 ○ 淡路市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例制定

の件 

 

 令和７年度に創設された「乳児等通園支援事業（こども誰でも通

園制度）」が、令和８年４月１日から給付化されることに伴い、その

事業を実施する事業者は、受給のため市から「子ども・子育て支援

法」（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）に基づく「確

認」を受ける必要があり、その確認のための基準は、法第５４条の

３において準用する法第４６条第２項の規定により、内閣府令で定

める基準により条例で定める必要がある。 

 これに伴い、令和７年１１月１３日に公布された「特定乳児等通

園支援事業の運営に関する基準」（令和７年内閣府令第９５号）に従

い、又はそれを参酌して、新たに条例を制定する。 
 

 特定乳児等通園支援事業の運営の基準として、特定乳児等通園支

援事業者の一般原則、利用定員及び運営（提供拒否の禁止、特定教

育・保育施設等との連携、虐待禁止、秘密保持等、事故発生の防止・

対応等）に関する事項を定める。 
 

 ※ 施行期日 令和８年４月１日 

子育て応援課 

 

 (２) 改正条例  １３件 

議案等番号 件           名 所 管 課 

議案第 ４号 ○ 淡路市地域振興基金条例（平成２４年淡路市条例第５号）の一部

を改正する条例制定の件 
 

 この基金は、「市町村の合併の特例に関する法律」（旧合併特例法）

第５条の規定に基づき、「新市まちづくり計画」に規定する事業の経

費に充てることを目的として、平成２４年度に設置した。 

 この計画は、令和７年度をもって、その計画期間が終了するため、

引き続き市民の連帯の強化及び均衡ある地域振興を図るための事業

に要する経費の財源に充てることができるよう、所要の措置を講じ

る。 

 

 ※ 施行期日 令和８年４月１日 

まちづくり 

政 策 課 

議案第 ５号 ○ 淡路市行政手続条例（平成１７年淡路市条例第１１号）の一部を

改正する条例制定の件 
 

 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジ

タル社会形成基本法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第６３

号）第４４条により「行政手続法」（平成５年法律第８８号）が改正

総 務 課 
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され、令和８年５月２１日から施行する。 

 この改正法により、意見陳述手続の通知を公示送達よって行う場

合の方法が見直され、「行政手続法」と同様の規定としている条項に

ついて、所要の措置を講じる。 
 

１ 聴聞又は弁明の機会の付与の公示の方法による通知の見直し 
 

 ※ 施行期日等 令和８年５月２１日からとし、通知に関し必要

な経過措置を設ける。 

議案第 ６号 〇 淡路市職員の給与に関する条例（平成１７年淡路市条例第４９

号）及び淡路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例（令和元年淡路市条例第７号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 令和７年人事院勧告に伴い、「一般職の職員の給与に関する法律等

の一部を改正する法律」（令和７年法律第８９号）が公布、一部の規

定を除き、令和８年４月１日から施行する。 

 この改正法により、国家公務員の給与が改定され、人事委員会を置

かない本市職員の給与について、「地方公務員」（昭和２５年法律第２

６１号）第２４条第２項の規定の趣旨に適合させるため、同種の職務

に従事する国家公務員の給与に準拠し、同日以降に支給すべき手当

について、所要の措置を講じる。 
 

１ 第１条による改正（職員の給与に関する条例の一部改正） 
 (１) 給与種類に、第２種初任給調整手当の新設 
 (２) 通勤手当に、自動車等通勤者の駐車場等の利用に係る手当

及び１００ｋｍ以上を上限とする距離区分の新設 
 

２ 第２条による改正（会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部改正） 

  フルタイム会計年度任用職員の給与の種類に、第２種初任給調

整手当の新設 
 

 ※ 施行期日等 令和８年４月１日からとし、暫定再任用短時間

勤務職員に係る規定を整備する。 

総 務 課 

議案第 ７号 〇 淡路市国民健康保険税条例（平成１７年淡路市条例第１４５号）

の一部を改正する条例制定の件 
 

 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」（令和６年法律

第４７号）が令和６年６月１２日に公布、原則同年１０月１日から施

行され、こどもや子育て世帯を社会全体で支える新しい仕組みとし

て、「子ども・子育て支援金制度」が創設された。 

 この改正法により、「地方税法」（昭和２５年法律第２２６号）の一

部が改正され、令和８年４月１日から「子ども・子育て支援金制度」

に要する費用に充てるため、国民健康保険税に子ども・子育て支援納

付金課税額が新設されることに伴い、国民健康保険の被保険者に係

る当該課税額について、所要の措置を講じる。 
 

１ 子ども・子育て支援納付金課税額の新設 

税 務 課 
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２ 子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額、被保険者均等割

額、１８歳以上被保険者均等割額及び世帯別平等割額の額の新設 

 

 ※ 施行期日等 令和８年４月１日からとし、国民健康保険税の

適用に関し、必要な経過措置を設ける。 

議案第 ８号 ○ 淡路市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年淡路市条例第

２２０号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を

改正する政令」（令和８年政令第１０号）が令和８年２月６日に公布、

同年４月１日から施行する。 

 この改正令により、消防団員等に係る損害補償について、所要の措

置を講じる。 

１ 非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額の見直し 
 

 ※ 施行期日等 令和８年４月１日からとし、非常勤消防団員等  

に係る損害補償等について、必要な経過措置を設ける。 

消防防災課 

議案第 ９号 ○ 淡路市福祉医療費の助成に関する条例（平成１７年淡路市条例

第１０６号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 兵庫県の「福祉医療費助成事業実施要綱」（平成４年７月１日施行）

等の一部が改正され、令和８年７月１日から国の公費負担医療制度

と福祉医療制度の併用が可能となること、加えて、利用者の権利をよ

り確実に保護し、福祉医療制度の透明性と公平性を高める必要があ

るため、高齢重度障害者及びこどもの医療費助成事業を明記するとと

もに、必要な規定を整備することについて、所要の措置を講じる。 
 

 ※ 施行期日等 令和８年７月１日からとし、福祉医療費の助成

及び手続について、必要な経過措置を設ける。 

福祉総務課 

議案第１０号 ○ 淡路市国民健康保険条例（平成１７年淡路市条例第１４４号）の

一部を改正する条例制定の件 
 

 兵庫県及び県内市町が「各市町の保険料率の完全統一（同一所得・

同一保険料）」へ向け、条例の内容及び給付の水準について統一する

必要があるため、所要の措置を講じる。 
 

１ 第１条による改正 

  児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事

業を行う者若しくは里親に委託されている児童のうち、「民法」（明

治２９年法律第８９号）の規定による扶養義務者がないものは、国

民健康保険の被保険者としないこととする。 
 

２ 第２条による改正 

  任意給付である結核医療付加金を廃止する。 
 

 ※ 施行期日等 公布の日。ただし、第２条の改正規定は、令和９

年４月１日から施行する。また、結核医療付加金の支給につい

福祉総務課 
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て、必要な経過措置を設ける。 

議案第１１号 ○ 淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例

（令和７年淡路市条例第２号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正

する内閣府令」（令和７年内閣府令第９６号）が令和７年１１月１４

日に公布、令和８年４月１日から施行されることに伴い、その改正す

る基準に従い、又はそれを参酌し規定を整備する必要があるため、所

要の措置を講じる。 
 

 ※ 施行期日 令和８年４月１日 

子育て応援課 

議案第１２号 ○ 淡路市火入れに関する条例（平成１７年淡路市条例第１８５号）

の一部を改正する条例制定の件 
 

 消防庁は、令和７年２月２６日に発生した岩手県大船渡市林野火

災により、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって

林野火災予防の実効性を高めるため、「火災予防条例（例）」（昭和３

６年１１月２２日付け自消甲予発第７３号）の一部を改正し、林野火

災に関する注意報の発令に関する事項等が新設された。 

 この改正により、「淡路広域消防事務組合火災予防条例」（昭和５９

年淡路広域消防事務組合条例第８９号）が同様に林野火災に関する

注意報の発令に関する事項等が整備されることに伴い、火入れの中止

について、所要の措置を講じる。 
 

 ※ 施行期日 令和８年４月１日 

農林水産課 

議案第１３号 ○ 淡路市東浦農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例（平

成１７年淡路市条例第１６６号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 東浦農林漁業体験実習館は、これまでも多くの団体に合宿等の場

として利用されているが、近年は、新型コロナウイルス感染症の影響

や合宿利用においてもプライベート空間の確保が求められる社会的

要請の高まりから、少人数での宿泊を希望する利用者が増加してい

る。 

 また、物価高騰及び人件費の上昇等から、将来において持続可能な

施設運営を図り、良質なサービスを提供し続ける必要がある。 

 そのため、多様な利用者が安心して利用できる環境の整備及び持続

可能な施設運営を実現するため、宿泊施設に係る使用料及び会議室

の利用について、所要の措置を講じる。 
 

１ 宿泊使用料（１人１泊につき） 

部屋別 種別 ７人以上利用 ３人以上利用 ２人利用 １人利用 

和室 

８畳 

１４畳 

 円 円 円 円 

大人 － 8,020 8,840 9,640 

小人 － 6,260 7,070 8,020 

和室 

１８畳 

大人 6,750 8,020 8,840 9,640 

小人 5,140 6,260 7,070 8,020 

洋室 大人 － － 8,840 9,640 

商工観光課 
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小人 － － 7,070 8,020 

 ※ 引上額 １,７９０円～３,３６０円 

 ※ 土日祝日及び年末年始並びに夏季期間については、割増料金

（引上額：２７０円又は１,１１０円）を加算する。 

２ 会議室使用料 

区分 定員 単位 使用料 冷暖房設備使用料 
   円 円 

会議室 ４０人 １時間 660 300 

 

 ※ 施行期日等 令和８年１０月１日からとし、使用料並びに利

用及び手続について、必要な経過措置を設ける。 

議案第１４号 ○ 淡路市東浦健康増進施設の設置及び管理に関する条例（平成１

７年淡路市条例第１６４号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 議案第１３号と同様に、物価高騰及び人件費の上昇等から、将来に

おいて持続可能な施設運営を図り、良質なサービスの提供ができるよ

う、宿泊施設に係る使用料について、所要の措置を講じる。 
 

２ 宿泊施設使用料（１人１泊につき） 

部屋別 種別 ３人以上利用 ２人利用 １人利用 

和室 

６畳 

１０畳 

 円 円 円 

大人 8,020 8,840 9,640 

小人 6,260 7,070 8,020 

 ※  引上額 ２,１８０円～３,３６０円 

 ※ 土日祝日及び年末年始並びに夏季期間については、割増料金

（引上額：２７０円又は１,１１０円）を加算する。 
 

 ※ 施行期日等 令和８年１０月１日からとし、使用料に関し、必

要な経過措置を設ける。 

商工観光課 

議案第１５号 ○ 淡路市空家等の適切な管理に関する条例（令和元年淡路市条例

第１号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」

（令和５年法律第５０号）により、特定空家等に係る未然防止措置と

して、そのまま放置すると特定空家等に該当するおそれのある空家等

を「管理不全空家等」とし、その所有者に対し指導、勧告を行うこと

ができる規定が追加された。 

 この改正により、本市の判断となる基準を策定したことに伴い、管

理不全空家等についての規定を整備するとともに、市が独自で規定し

ている法定外空家等についても同様に、所要の措置を講じる。 
 

 ※ 施行期日 公布の日 

都市計画課 

議案第１６号 ○ 淡路市運動公園の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路

市条例第２４６号）の一部を改正する条例制定の件 
 

 生穂新島運動公園内に整備しているスケートパーク等について、同

公園内の施設として「地方自治法」（昭和２２年法律第６７号）第２

ス ポ ー ツ 

推 進 課 
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４４条の２の規定に基づき、新たにスポーツパークを設置することに

伴い、その利用時間及び使用料に関する事項を定める。 

 (１) 利用時間 

  ア  ４月～  １０月 午前９時～午後８時 

  イ １１月～翌年の３月 午前９時～午後５時 

 (２) 使用料 

  ア 市民  １時間につき１,０００円 

  イ 市民外 １時間につき２,０００円 
 

 ※ 施行期日等 令和８年４月１日からとし、利用の許可その他

当該スポーツパークの利用等に関し、必要な経過措置を設ける。 

 

２ 事件決議    ７件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第１７号 ○ 淡路市過疎地域持続的発展計画の策定の件 
 

 「淡路市過疎地域持続的発展計画」が令和７年度末をもって、そ

の計画期間が終了する。 

 人口減少や少子高齢化の進展等、他の地域と比較して厳しい社会

経済情勢が継続している状況であり、引き続き、過疎債等の有利な

財政措置を活用しながら、過疎地域の持続的発展を図る必要がある

ため、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの新たな計

画を策定することにつき、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法」（令和３年法律第１９号）第８条第１項の規定により、議

会の議決を求める。 
 

※ 計画期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 ５年間 

まちづくり 

政 策 課 

議案第１８号 ○ 長澤・興隆寺地区の辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策

定の件 
 

 長澤地区及び興隆寺地区を一体的に整備するため策定した「長澤・

興隆寺地区の辺地に係る公共的施設の総合整備計画」が令和７年度

末をもって、その計画期間が終了する。 

 引き続き、財政上の特例措置を受け、地域開発の根幹となる道路

整備等を推進し、他の地域との生活環境の不均衡を是正する必要が

あるため、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの新た

な計画を策定することにつき、「辺地に係る公共的施設の総合整備の

ための財政上の特別措置等に関する法律」（昭和３７年法律第８８

号）第３条第１項の規定により、議会の議決を求める。 
 

※ 計画期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 ５年間 

まちづくり 

政 策 課 

議案第１９号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（令和５年淡路市条例

第２５号「淡路市生穂・佐野地域活性化施設（野田尾地域滞在型

市民農園施設（本村））」） 
 

１ 施設名等  野田尾地域滞在型市民農園施設（本村） 

        淡路市野田尾５５６番地３ 

農林水産課 
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２ 指定管理者 野田尾町内会 会長 森 久 

３ 指定期間  令和８年４月１日～令和１６年３月３１日 

４ 選定方法  非公募       

議案第２０号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第１８７号「津名漁業研修施設」） 
 

１ 施設名等  津名漁業研修施設 

        淡路市津名港佐野港区埋立地内 

２ 指定管理者 津名漁業協同組合 代表理事組合長 保田 友也
ともなり

 

３ 指定期間  令和８年４月１日～令和１８年３月３１日 

４ 選定方法  非公募 

農林水産課 

議案第２１号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第１８８号「地域沿岸漁業構造改善事業等取得施設」） 
 

１ 施設名等   

  (１) 東浦増養殖用作業保管施設（冷蔵庫） 

     淡路市仮屋１番地１ 

  (２) 東浦増養殖用作業保管施設（資材倉庫） 

     淡路市仮屋１１２番地１（下記(３)及び(４)も同様） 

  (３) 東浦漁村センター 

  (４) 東浦漁村センター管理事務所 

２ 指定管理者 仮屋漁業協同組合 代表理事組合長 相田 欽司
きんじ

 

３ 指定期間  令和８年４月１日～令和１８年３月３１日 

４ 選定方法  非公募 

農林水産課 

議案第２２号 ○ 公の施設の指定管理者の指定に関する件（平成１７年淡路市条

例第１８９号「東浦水産物荷さばき施設」） 
 

１ 施設名等  東浦水産物荷さばき施設 

        淡路市仮屋漁港埋立地内 

２ 指定管理者 仮屋漁業協同組合 代表理事組合長 相田 欽司
きんじ

 

３ 指定期間  令和８年４月１日～令和１８年３月３１日 

４ 選定方法  非公募 

農林水産課 

議案第２３号 ○ 自動車損傷事故に係る損害賠償額の決定及び和解の件 
 

 市道下原
しもはら

上畑
うえばたけ

線において道路の陥没による消防車の損傷事故が

発生したことに伴い、「民法」第６９５条の規定に基づき、損害賠償

額の決定及び和解を行うことにつき、「地方自治法」第９６条第１２

号及び第１３号の規定により、議決を求める。 
 

１ 相 手 方  淡路広域消防事務組合 

２ 損害賠償額  ５２５，５２５円 

３ 和解条項  市が道路の管理瑕疵による事故であり、その損

害賠償額の支払義務があること、その額を相手方

が加入する車両保険により支払うこと、一切の債

権債務関係がないこと等 

都市総務課 
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３ 予  算    ９件 

 (１) 補正予算   ２件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第２４号 ○ 令和７年度淡路市一般会計補正予算（第８号） 
 

 補正額        ４億８，５００万円余 

 補正後の予算額  ４２８億３，７３０万円余 

 繰越明許費補正         追加１７件、変更１件 

 地方債補正           追加 １件、変更５件 

財 政 課 

議案第２５号 ○ 令和７年度淡路市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 
 

（直営診療施設勘定） 

 補正額               ０円 

 ※ 診療報酬及び手数料の減少による歳入補正 

福祉総務課 

 

 (２) 当初予算   ７件 

議案等番号 件           名 所管課 

議案第２６号 ○ 令和８年度淡路市一般会計予算 財 政 課 

議案第２７号 ○ 令和８年度淡路市国民健康保険特別会計予算 福祉総務課 

議案第２８号 ○ 令和８年度淡路市後期高齢者医療特別会計予算 福祉総務課 

議案第２９号 ○ 令和８年度淡路市介護保険特別会計予算 長寿介護課 

議案第３０号 ○ 令和８年度淡路市産地直売所事業特別会計予算 商工観光課 

議案第３１号 ○ 令和８年度淡路市温泉事業特別会計予算 商工観光課 

議案第３２号 ○ 令和８年度淡路市下水道事業会計予算 下 水 道 課 

 

５ 諮  問    １件 

議案等番号 件           名 所管課 

諮問第 １号 ○ 人権擁護委員候補者の推薦に関する件（山本直美人権擁護委員 

令和８年６月３０日任期満了） 

 

 山本直美委員の任期満了（令和５年７月１日から令和８年６月３

０日まで）による後任委員候補者の推薦 

 ※ 後任委員の任期は、令和８年７月１日から令和１１年６月３

０日までの３年間 

市民人権課 

 

６ 報  告    １件 

議案等番号 件           名 所管課 

報告第 ２号 ○ 専決処分した事件の報告について（車両損傷事故） 都市計画課 

 


